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≪平成19年2月20日（火）第16回社会保険事業運営評議会≫  

平成19年2月20日  

平成16年公的年金加入状況等調査報告（確報）のポイント  

①第1号未加入者の数は36万3千人となり、前回の平成13年調査の結果と比   

較して27万2千人減少している。  

第1号未加入者数及び前回調査結果との比較の推移  

平成10年調査  平成13年調査  平成16年調査   

（単位：千人）  

第1号未加入者数  993  635  363   
前回調査結果との比較   △ 587  △ 358  △ 272   

②老後の生活設計についての回答をみると、主要回答・複数回答のいずれにお   

いても、公的年金加入者では、「公的年金」に期待する割合が最も多く、前   

回調査と比較しても増加している。一方、第1号未加入者では、「自分で働   

く」が最も多い。  

老後の生活設計についての主要回答及びその割合  

平成13年調査   平成16年調査   

第1号被保険者   公的年金 44．5％   公的年金 50．3％   

第2号被保険者   公的年金 57．1％   公的年金 70．7％   

第3号被保険者   公的年金 58．8％   公的年金 72．7％   

第1号未加入者   貯蓄 29．5％   自分で働く 37．2％   

③65歳以上の公的年金（恩給を含む。）の受給権なしの者は62万6千人となり、   

65歳以上人口に占める割合は2．5％、前回調査と比較して0．1ポイント減少   

している。そのうち、夫婦としては年金をもらっている者等は18万2千人、   

それ以外の公的年金受給権なしの者は44万4千人となっている。  

65歳以上の公的年金受給権なしの者の状況  

平成13年調査   平成16年調査  

人数  割合  人数  割合   

（単位：千人、％）  

総数  602 2．6 626 2．5   

夫婦としては年金をもらっている者等  198  0．9  182  0．7   

それ以外の公的年金受給権なしの者   404  1．8  444  1．8  



≪平成19年2月20日（火）第16回社会保険事業運営評議会≫  

参考資料10－2   

平成16年公的年金加入状況等調査  

結果の概要  

社会保険庁   



平成16年公的年金加入状況等調査の概要  

1 調査の目的   

本調査は、15歳以上の世帯員について、公的年金加入状況・受給状況、就業状況、  

配偶者の状況、公的年金に関する周知状況等を調査し、公的年金加入状況・受給状況   

ごとの実態を明らかにする等、国民年金の事業運営に必要な基礎資料を得ることを目   

的とする。  

2 調査対象及び調査客体の抽出方法  

（1）調査対象  

平成16年11月30日現在の全世帯の15歳以上の世帯員を対象とする。  

（2）調査客体の抽出  

平成12年国勢調査区（1調査区に概ね50世帯が含まれるように約92万地区設定）   

から層化無作為抽出法により5，280調査区を抽出して調査を行う「国民生活基礎調   

査」（平成15年6月実施、厚生労働省大臣官房統計情報部）の調査区から、全国   

1，800地区を本調査の調査区として抽出し、当該地区内の全世帯の15歳以上の世帯   

員を調査客体とする（世帯数は約9万世帯）。  

なお、地震と台風水害の影響により、新潟県と京都府の一部調査区を除外して実   

施した。  

3 調査の方法及び調査系統  

（1）調査の方法  

調査員の世帯訪問による直接面接方式（調査員が調査票に記入）  

（2）調査系統  

社会保険庁←→地方社会保険事務局←→調査員←→調査世帯  

4 回収率   

6－う．9％（世帯数比）  

5 集計値の扱い   

都道府県別（東京都は特別区部とそれ以外、政令指定都市を含む道府県は政令指定  

都市とそれ以外にも区分。）、男女別、年齢階級別、公的年金加入状況・受給状況別   

に区分した層ごとに母集団数／調査票有効回収数を計算し、集計乗率としている。   

なお、本調査の集計値には標本調査に伴う標本誤差がある。   



平成16年公的年金加入状況等調査 結果の概要  

1．公的年金加入状況（20～59歳の者の状況）  

（1）概 要   

平成16年11月30日現在における20～59歳の全国の公的年金加入者数は6，848万5千人で、  

第1号未卯入者の数は36万3千人、第3号届出遅者の数は3千人となっている。   

前回の平成13年調査における結果と比較して、第1号未加入者数は27万2千人減少、第3  

号届出遅者数は9千人減少となった。   

なお、20～59歳人口に占める第1号未加入者の割合は0．5％、第3号届出遅者の割合は  

0．00％となり、前回調査と比較して0．4ポイント、0．02ポイントの減少となっている。  

公的年金加入状況（20～59歳）  

第1号  第3号  第1号  
被保険者  未加入者   

（単位：千人）  

総 数  68．485  67．580  21．839  34．729  30．230  4．499 11．012   905   363  3   539   

男 子   34．492  33．923 11．016  22．821 19．856  2．965  86  569   241  0   327   

女 子   33．993  33．657 10．823 11．908 10．374  1．534 10．926    336  122  2    212   
（単位：％）  

総 数  100．0   98．7   31．9    50，7   44．1  6．6   16．1  1．3  0．5   0．00  0．8   

男 子   100．0   98．4   31．9    66．2   57．6  8．6  0．2  1．6  0．7   0．00  0．9   

女 子   100．0    99．0    31．8    35．0    30．5  4．5    32．1  1．0  0．4    0．01  0．6   

注）20～59歳の者にかかる状況である。  

第1号未加入者数と第3号届出遅者数の推移  

1，928  （単位：千人）  

第1号未加入者  

第3号届出遅者  

平成4年調査  平成7年調査  平成10年調査  平成13年調査  平成16年調査   

注）平成7年調査は兵庫県を除く。   



（2）年齢階級別の状況   

公的年金加入状況を年齢階級別にみると、各階級の人口に占める第1号被保険者の割合  

は20′）24歳で59．3％、55～59歳で39．9％と高くなっており、その間の年齢階級では低くな  

っている。   

第二Z号被保険者の割合は20～24歳で37．7％と低く、25～29歳で60．1％と高くなっており、  

それ以上の年齢では、概ね年齢階級が高くなるに従って、割合が低くなっている。   

第二〕号被保険者の割合は20～24歳で2．4％、25～29歳で9．9％、55～59歳で14．4％と低く、  

その他の年齢階級では概ね20％程度となっている。   

第1号未加入者の割合は55～59歳で1．1％と最も高く、45～49歳が1．0％、50～54歳が  

0．9％．と続いている。  

年齢階級別公的年金加入状況（20～59歳）  

第1号  第3号  第1号  
被保険者   未加入者   

（単位：千人）  

68．485  67．580  21，839  34，729  30，230  4．499 11．012  905  363  3   539  

い 177  44  3  0  42   

ト 49  8  0  42   

ト 58  18  0  39   

ト 22  8  0  15   

ト 115  55  0  60   

ト 163  74  0  89   

ト 194  86  2   106   

ト  555  1．392   258  111  0  147   

（単位：％）  

100．0   98．7   31．9   50」7   44．1  6．6  16．1   1．3  0．5   0．00  0．8  

い 2．9  2．4  0．6  0．0   0．00  0．6   

ぃ 5．7  9．9  0．6  0．1   0．00  0．5   

い 6．5   18．2  0．6  0．2   0．00  0．4   

ト 6．9    21．9  0．3  0．1   0．00  0．2   

ト 8．2   21．8  1．5  0．7   0．00  0．8   

ぃ 8．9   20．2  2．1  1．0   0．00  1．2   

い 7．7   18．9  2．1  0．9    0．03  1．2   

ト  100．0   97．3   39．9    43．1   37．4  5．7   14．4  2．7  1．1   0．00  1．5  
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また、年齢階級別の第1号未加入者数の割合を前回調査と比較すると、各年齢階級で減  

少しているが、特に20歳代、30歳代での減少が著しい。  

年齢階級別第1号未加入者数及び割合の推移  
平成4年調査  平成7年調査  平成10年調査  平成13年調査  平成16年調査  
人数l割合  人数l割合  人数l割合  人数：ト割合  人数l割合   

（単位：千人、％）  （単位：千人、％）  （単位：千人、％）  （単位：千人、％）  （単位：千人、％）  

号未加入者             1，928  2．8  1．580  2．3  993   1．4  635  0．9  363  0．5   

I～24歳   626  6．7  532  5．7  181  2．0   78  1．0   3   0．0   

i～29歳   256  3．1  249  3，0  226   2．4   90  0．9   8   0．1   

）～34歳   176  2．3  155  2．0   59   0．7   53  0．6   18   0．2   

i～39歳   134  1．6  126  1．7   73   0．9   37  0．5   8   0，1   

）～44歳   196  1．8  103  1．2   80  1．0   68  0．9   55   0．7   
i～49歳   184  2．1  168  1．7   98  1．0   98  1．2   74   1．0   

）～54歳   135  1．6  127  1．5  151   1．6  133  1．2   86   0．9   

巨〉59歳   220  2．8  120  1．6  127  1．5   78  0，9  111   1．1   

注）平成7年調査は兵庫県を除く。   



年齢階級別第1号未加入者数の推移  

平成4年調査  

平成7年調査  

平成10年調査  

平成13年調査  

平成16年調査  

0  50D  l，000  1．500  2．000  

（千人）  

田30～39歳  □40～49歳  田   

注）平成7年調査は兵庫県を除く。   

また、第1号未加入者の年齢階級別構成割合の推移をみると、若い階級の構成割合が減  

少し、高年齢の階級の構成割合が増加している。  

第1号未加入者の年齢階級別構成割合の推移  

平成4年調査  

平成7年調査  

平成10年調査  

平成13年調査  

平成16年調査  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

蓼20～29歳  臼30～39歳  □4D～49歳   臼50～59歳  

注）平成7年調査は兵庫県を除く。  

－ 3 －   



（3）都市規模別の状況   

公的年金加入状況を都市規模別にみると、20～59歳の人口に占める第1号未加入者の割  

合は政令指定都市（東京都特別区を含む。）で1．2％と最も高く、都市規模が小さくなるに  

従って割合は低くなっている。  

都市規模別公的年金加入状況（20～59歳）  

第1号  第3号  第1号  
被保険者  未加入者   

保 険   
（単位：千人）  

68．485  67．580  21．839  34，729  30．230   4．499 11．012    905    363  3    539  

㌻指定都市  16．447 16．047   5．387   8，094  7．264   830  2．566   399   193  0   207   
120万以上の市  18．748 18，531  5．692   9．561  8．372  1．189   3．279   217  81  0   135   

】10～20万の市  10．353 10．243  3．341  5．143  4，424   719  1．760   110  37  0  73   

】10万未満の市   9，210  9．136  2．909  4．773  4，092   681 1．454  74  23  2  48  

13．728 13，623   4．511  7．158  6，078  1．080  1．954   105  28  0  76   

（単位ニ％）  
100．0   98．7    31．9    50．7   44．1  6．6   16．1  1．3  0．5  0．0    0．8  

i指定都市  100．0   97．6   32．8   ヰ9．2   44．2  5．0   15．6  2，4  1，2  0．0  1．3   

】20万以上の市  100，0    98．8   30．4   51．0   44．7  6．3   17．5  1、2  0．4  0．0  0．7   

110～20万の市  100．0    98．9   32．3   49．7   42．7    6．9   17．0  1．1  0．4  0．0  0．7   

】10万乗満の市   100．0    99．2   31．6   51．8   44．4  7．4   15．8  0．8  0．3  0．0  0．5  

100．0    99．2   32．9   52．1   44．3  7，9   14．2  0．8  0．2  0．0  0．6   

注1）20～59歳の者にかかる状況である。   

2）都市規模について、平成17年国勢調査による平成17年10月1日現在の人口を基に、次のように区分している。  

政令指定都市 ：東京都特別区及び平成16年11月30日現在の政令指定都市（札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、  

横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市の13都市）   
人口20万以上の市：上記以外の人口20万以上の市及び県庁所在市   

人口10～20万の市：上記以外の人口10万以上20万未満の市   

人口10万未満の市：人口10万未満の市   

町村  ：町及び村   

また、第1号未加入者の都市規模別構成割合の推移をみると、規模の大きい都市の構成  

割合が大きい傾向は変わっていない。  

第1号未加入者の都市規模別構成割合の推移  

平成4年調査  

平成7年調査  

平成10年調査  

平成13年調査  

平成16年調査  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

■政令指定都市  臼人口20万以上の市 口人口10－20万の市  
8人口10万未満の市 □町村  

注1）平成7年調査は兵庫県を除く。   

2）平成13年以前の調査では、「人口20万以上の市」に人口20万未満の県庁所在市を含まない。   



（4）都道府県別の状況   

公的年金加入状況を都道府県別にみると、首都圏や近畿で第1号未加入者の占める割合  

が高くなっている。  

都道府県別公的年金加入状況（20～59歳）  

非加入者  

第1号 被保険者  第 2 号 被保険者  第 3 号 被保険者  第1号 未加入者  共済組合  
厚生年金 保  険  

（単位：千人）  

11．012    905    363   

541  51  13  

68．485  67，580  21，839  34．729  30，230  

2，983  2．933   906  1．485  1，221   

762    753    296    357    289  
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225    372    320  

417    659    562  

189    307    262  

193   351   297  

340    567    504  
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注1）20～59歳の者にかかる状況である。   

2）割合は、20～59歳人口に占める第1号未加入者の割合である。  
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2．第1号未加入者の未加入の理由と今後の加入意思   

第1号未加入者の未加入の理由をみると、「制度のしくみを知らなかったから」・が30．2％、  

「保倹料が高く、経済的に納めるのが困難だから」が22，8％、「加入の届出をする必要は  

ないと思っていたから」が9．8％、「これから保険料を納めても加入期間が少なく、年金が  

もらえないと思うから」が6．8％と続いている。  

第1号未加入者の未加入の理由  

（単位：％）  

100．0  総数  

届出の必要性や制度の仕組みを知らなかった、忘れていた等  
加入の届出をする必要はないと思っていたから  
忙しくて届け出る暗がなかったから  

うっかり届出を忘れていたから  
制度のしくみを知らなかったから  

加入したくない  
保険料が高〈、経済的に納めるのが困難だから  
納める保険料に比べて、もらえる年金額が少ないと思うから  

公的年金をもらわなくても、他の収入や貯蓄などで暮らしていけると思うから  
これから保険料を納めても加入期間が少なく、年金がもらえないと思うから  
もらえる年金額がわからないから  
年金制度の将来が不安だから  
納めた保険料がどのように使われているのかよくわからないから  
自分以外にも加入せず保険料を納めていない人がいるので加入する必要はないと思うから  

2
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注1）無回答の者を除く。   

2）「加入したくない」の内訳は最も主要な理由である。   
3）20～59歳の者にかかる状況である。   

第1号未加入者の今後の加入意志をみると、加入する意志のある者は21．6％であり、な  

い者は61．0％となっている。   

また、年齢階級別にみると、20歳代の若い世代では加入意志のある者の割合が他の年齢  

階級に比べて高い傾向があり、20～24歳では62．1％、25～29歳では69．3％となっている。  

第1号未加入者の今後の加入意志  
人数   割合  

総数   総数  
lありlなしl無回答   】ありlなし t 無回答   

（単位：千人）   （単位：％）  

号未加入者  363  78  221  63   100．0  21．6  61．0  17，4   

）～24歳   3  2  1  0   100．0  62．1  28．9  9．0   

i～29歳   8  5  2  1   100．0  69．3  19．了  10．9   

）～34歳   18  5  9  4   100．0  30．2  47．7  22．1   

i～39歳   8  2  4  1   100．0  30．2  55．1  14．7   

）～44歳   55  17  20  18   100．0  30．1  36．5  33．5   

i～49歳   74  15  53  5   100．0  20．6  72．2  7．2   

）～54歳   86  16  66  5   100．0  17．9  76．1  6．0   

i～59歳   111  16  67  28   100．0  14．6  60，3  25．0   

注）2（）～59歳の者にかかる状況である。  
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3．就業状況（20～59歳の者の状況）  

（1）就業形態   

20～59歳の者の就業形態をみると、第1号被保険者のうち就業者は1，623万3千人  

（74．3％）、非就業者（不詳を含む。）は560万6千人（25．7％）となっている。   

第3号被保険者では就業者は512万9千人（46．6％）、非就業者（不詳を含む。）は588万  

3千人（53．4％）となっている。   

また、第1号未加入者では就業者は27万4千人（75．7％）、非就業者（不詳を含む。）は  

8万8千人（24．3％）となっている。  

就業形態別公的年金加入状況（20～59歳）  
総 数  

加入者  非加入者  
第1号第 2 号  第 3 号  第1号第 3 号その他の  

被保険者被保険者厚生年金共済組合被保険者  未加入者届出選者非加入者  

（単位：千人）  
総数  68．485  67．580  21．839  34．729  30，230  4．499 11，012   905   363  3   539   

就業者   55．588  55．148 16．233  33．785  29，403  4．383  5．129   440   274  3  163   
自営   7．094  6．906  6．262   269   269  0   374   188   148  1  39   
自営業主   4．317  4．167  3．865  169  169  0  133  150  118  0  32   
家族従業者   2．777  2．739  2．397  100  100  0   242  38  30  0  8   

雇用者   45，440  45．259  7．989  33．516  29，133  4．383  3．754  182  91  2  88   
フルタイム雇用者   36．828  36．768  2．985  33．516  29．133  4．383   267  59  26  0  33   
フルタイムでない雇用者  8，613  8，490  5．004  0  0  0  3，487   122  66  2  55   

その他   3，054  2，983  1β82  0  0  0  1．002  71  35  0  36   
非就業者・不詳   12，897 12，433  5．606   944   827  117  5．883   464  88  0   376   

（単位：％）  

総数  100．0  100．0  100．0  100．0 100．0 100．0  100．0  100．0  100．0  100．0 100，0   

就業者   81．2   81．6   74．3   97．3   97．3   97．4   46．6   48，7   75．7  100．0   30，3   

自営   10．4  10．2   28．7   0．8   0．9   0．0   3．4   20．8   40．8   27．9   7．3   

自営業主   6．3    6．2  17．7    0．5   0．6   0．0   1．2  16．6   32．5  16．4   5．9   
家族従業者   4．1  4．1  11．0    0．3    0．3    0．0    2．2    4．2    8．4  11．5  1．4   

雇用者   66．4   67．0   36．6   96．5   96．4   97．4   34．1  20．1  25．2   72．1  16．4   

フルタイム雇用者   53．8   54．4  13，7   g6．5   96．4   97．4   2、4   6，6   7．1  0．0   6．2   
フルタイムでない雇用者  12．6   12．6   22．9    0．0    0．0    0．0   31．7  13．5  18．1   72．1  10．2   

その他   4．5    4．4    9．1  0．0   0．0   0．0    9．1  7．8    9．6    0．0   6．6   
非就業者・不詳   18，8   柑．4   25．7   2，7   2．7   2．6   53．4   51．3   24．3   0．0   69．7   

（単位：％）  

総数  100．0   98．7   31．9   50．7   44．1  6．6  16．1   1，3    0．5    0．0   0．8   

就業者   100．0   99．2   29．2   60．8   52．9    7．9    9．2    0．8    0．5    0．0   0．3   

自営   100．0   97．3   88．3    3．8    3．8    0．0    5．3    2．7  2．1  0．0   0．6   
自営業主   100．0   96．5   89．5    3．9    3．9    0．0    3．1  3．5    2．7    0．0   0．丁   
家族従業者   100．0   98＿6   86．3    3．6    3．6    0．0    8．7   1．4  1．1  0．0   0．3   

雇用者   100．0   99．6  1丁．6   73，8   64．1  9．6    8．3    0．4    0．2    0．0   0．2   

フルタイム雇用者   100．0   99．8   8．1  91．0   79．1 11．9   0，7   0．2   0．1   0．0   0．1   
フルタイムでない雇用者  100．0   98．6   58．1  0．0   0．0   0，0   40．5   1．4    0．8    0．0   0．6   

その他   100．0   97．7   64．9    0．0   0．0   0．0   32．8    2．3  l．1  0．0   1．2   
非就業者・不詳   100．0   96．4   43．5    7．3   6．4   0．9   45．6    3．6    0．7    0，0    2．9   

注1）20～59歳の者にかかる状況である。   

2）用語は次のとおりである（社会保険の適用関係を直接示すものではない）。  

自営  ：個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・行商従  

事者などをいう。家族従業者を含む。   

フルタイムの雇用者 ：雇用者であって、1日の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が概ね一般社員に相  

当する者をいう。   

フルタイムでない雇用者：「フルタイムの雇用者」以外の雇用者をいう。  

「自営」、「雇用者」以外の就業者をいう（例：学生の家庭教師等のアルバイト、内  
職等）。  

その他  
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20′、59歳の雇用者について、労働契約形態をみると、労働者派遣事業所の派遣社員が218  

万2千人、下請従業者が160万8千人となっている。   

労働派遣事業所の派遣者社員の公的年金加入状況をみると、第1号被保険者が32．2％、  

第2号被保険者が56．1％、第3号被保険者が11．0％、第1号未加入者が0．4％となっている。   

下請従業者の公的年金加入状況をみると、第1号被保険者が34．6％、第2号被保険者が  

53．9％、第3号被保険者が9．6％、第1号未加入者が1．1％となっている。  

労働契約形態別公的年金加入状況（20～59歳）  

第1号  第3号  第1号  
被保険者   未加入看   

（単位：千人）  
雇用者  45．440  45．259  7．989  33．516  29．133  4．383  3．754  182  91  2   88   

労働者派遣事業所の派遣社員  2．182  2．166   703  1．223  1．223  0   240  16  8  0  8   

登慢型（再掲）   1．029  1．018   384   489   489  0   145  11  7  0  4   

鴬嗣型（再掲）   1．073  1．069   292   687   687  0  90  4  1  0  3   

下請従業者   1．608  1．578   557   866   866  0  155  30  18  0  12   

（単位：％）  

雇用者  100．0   99．6  17．6   73．8   64．1   9．6    8．3    0．4   0．2   0．0   0，2   

労働者派遣事凛所の派遣社旦  100．0   99．3   32．2   56．1   56．1   0．0  11．0    0．7    0．4    0．0    0．4   
登倭型（再掲）   100．0   98．9   37，3   47．5   47．5   0．0  14．1   1．1   0．7   0，0   0．4   
常円型（再掲）   1DO．0   99．6   27．2   64．0   64．0   0．0   8．4    0，4   0．1   0．0   0．3   

下請従業者   100．0   98．1  34．8   53．9   53．9   0．0   9．6   1．9   1．1   0，0   0．7   

（単位：％）  

雇用者  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  1∝I．0  108．0   

労働者派遣事業所の派遣社員  4．8    4．8   8．8   3．6   4．2   0．0   6．4    8．9    9．3   0，0   8．7   

登憬型（再掲）   2．3    2．2   4．8   1．5   1．T   O，0   3．9    6．0    7．6   0．0   4．4   
密閉型（再掲）   2．4   2．4   3．6   2．1  2，4   0．0   2．4    2．4   1．6   0，0   3．2   

下請従業者   3．5    3．5   7．0   2．6    3．0   0，0   4．1  16．8   20．2   0．0  13．6   

注1）20～59歳の雇用者にかかる状況である。   

2）用語は次のとおりである（社会保険の適用関係を直接示すものではない）  

労働者派遣事業所の派遣社員  

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和60年法律  

第88号。「労働者派遣法」と呼ばれている。）に基づいて派遣元事業所から派遣されている者。派遣元  

事業主、派遣労働者及び派遣先の間には以下の関係が存在する。   
・派遣元事業主と派遣労働者の間に雇用関係   
・派遣元事業主と派遣先の間に労働者派遣契約   
・派遣先と派遣労働者の間に指揮命令関係（派遣先が派遣労働者の指揮命令権を持つ）   

以下の2つの型がある。   

登録型   派遣元が派遣労働を希望する労働者を登録しておき、労働者を派遣する際に登録され  
ている者の中から期間を定めて雇用し派遣を行う形態をいう。派遣する際に締結された  
雇用契約は、定められた期間が終了すれば解除される。契約期間中と登録期間中の2つ  

の場合があるが、両期間中とも、「登録型」に該当する。   
常用型   派遣元に常用労働者として雇用されている形態をいう。期間の定めなく派遣元と派遣  

労働者の間に雇用契約が存在する場合の他に、1年以上の雇用契約によって派遣労働者  

が採用されている場合も含む。  
下請として請負先の事業所で働いている者をいう。   下請従業者  



（2）事業の種類   

20～59歳の就業者の事業の種類をみると、建設業、対個人サービス（洗濯・理美容・浴  

場等），娯楽業、飲食店・宿泊業で第1号未加入者の占める割合が高くなっている。  

事業の種類別公的年金加入状況（20～59歳）  

総 数   加入者  非加入者  
第1号第 2 号  第 3 号  第1卑第 3 号その他の  

被保険者被保険者厚生年金共済組合被保険者  未加入寺尾出遅者非加入者  

（単位：千人）  

就業者  55、588  55．148 16、Z33  33．785  29．403  4．383  5，129   440   274  3   163   

農林漁業   l，217  1．212   933  189  171   18    91  4  1  0  3   

鉱業   176   176    46   127   120  7  3  0  0  0  0   

建設業   4，618  4．518  2．016  2．422  2．405   18    79  100    77  0    23   

製造業   1qO92 10、050  1．553  7．954  7，918    36   542    42    27  2   13   

電気・ガス・熟供給・水道業   1．043  1．039   288   了柑   705   13    33  4  3  0  2   

情報通信礫   1．642  1，637   223  1．364  1．333    31   50  5  2  0  3   

運輸業   2．576  2，567   525  1，941 1．9†0    32   101  8  7  0  1   

卸売・小売業   6．171  6，115  l．802  3，465  3．44】   23   848    56    33  0    23   

金融・保険業   1．551 l，551  129  1，295  1．276   19  126  1  0  D  l   

不動産業   478   473   168   263   259  4    43  5  4  0  1   

飲食店．宿泊業   2．678  2，829  l．511   717   701   16   401   49    30  0   19   

医療・福祉   4．347  4．332   754  3．115  2．758   358   463   15  5  0   10   

教育・学習支援葉   l，574  1．566   36之  1．028   345   683  175  9  2  0  7   

学術・開発研究機関   186   186    20   163   109    54  3  0  0  0  0   

複合サービス（郵便局・農協等）   474   474    25   434   260    t73    16  0  0  0  0   

対個人サービス（洗濯・理美容・浴場等），娯楽業  1，369  1．344   763   419   引1  7   163    25    22  0  3   

修理，物品賃貸，廃棄物処理   711   705    243    444    443  1  19  6  4  0  1   

広告．その他の事業サービス   2，O12  l，997   675  1．141 1．13】  10   181   15  5  0  9   

政治・経済・文化団体   134   134    38    86    80  6  9  0  0  0  0   

その他のサービス   4．895  4，853 1．786  2．470  2．437    33   597    43   31  0   12   

公務   3．099  3，099  6  3．092   336  2．756  1  0  0  0  0   

不詳   4．544  4．490  2．368   937   852    86  t，185    54    22  0    31   

（単位：％）  

就業者  100．0 99．2 29，2 60．8 5之．9 7．9 9．2（】．8 0．5 0．O D3   

農林漁業  100．0   99．6   767   15．5   14．】   15    7．5    0．4    0．1    0，0    0．3  

鉱業  100．0   99．9   26．2   72，之   68．2    4．0   1．6    0，1   0．0    0．0    0．1   

建設業   100．0   97．8   43．7   52．5   52．1   0．4   1．7    2．2   17    0．0    0．5   

製造業   100．0   99．6   15．4   78．8   78．5    0．4    5．4    0．4    0．3    0．0    0．l   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   99．6   27．6   68．8   67．6   12    3．2    0．4    0．3    0．0    0．2   

情報通偉業   100．0   99．7  】3．6   83．1  81．2   1，9    30    0．3    0．1   0．D    O．2   

運輸業   】00．0   99．7   20．4   75．4   74．1   1．2    3．9    0．3    0．3    0．0    0．0   

卸売りト禿菓   100．0   99．1   29．2   5（S．2   55．8    0．4   ほ7    0．9    05    0．0    0．4   

金融・保険業   100．0   99，9    8．3   83．5   82．3   1．2    8．1   0．1   0．0    0．0    0．1   

不動産業   100．0   99．0   35．2   54．9   54．2    0．8    8．9   1．0    0．7    0．0    0．2   

飲食店．宿泊業   100．0   98，2   56．4   26．8   26．2    0．6  15．0   1．8   1．1   0．0    0．7   

医療・福祉   100．0   99，7   17．3   71．7   63．5    8．2   10．6   （）．3    0．1   0．0    0．2   

教育・学習支援案   100．0   99．4   23．0   65，3   21．9   43．4   ＝．1   0．6    0，1   0．0    0．5   

学術・開発研究機関   100．0   99．8  10，5   87．5   58．4   29，2   1．8    0．2    0．2    00    0．0   

100，O  100．0    5．2   91．5   549   36．6    3．3    0．0    00    0．0    0，0   

複合サービス（郵便局・農協等）                                       対個人サービス（洗濯・理美容・浴場等）．娯楽業  100．0   98．2   55．7   3D．6   30．1   0．5   11．9   1．8   1．6    0．0    0．2   
修理．物品賃貸．廃棄物処理   100．0   99．2   34．t   62．5   62．4    0．1   2．6    0．8    0．6    0．0    0．1   

広告．その他の事業サービス   100．0   99．3   33．5   56，7   56．2    0．5    9．0    0．7    0．3    0．0    0．5   

政治・経済・文化団体   100，0   99．9   28．5   64，6   6D．0    4．5    6．8    0，1   0．1   0．0    0．0   

その他のサービス   100．0   99．1   36．5   50，5   49．8    0．7   12．2    0．9    0．6    0．0    0．2   

公務   100．0  100．0    0．2   99．8   10．8   88．9    0．0    0．0    0．0    0．0    0．0   

不詳   100，0   98．8   52．1   20．6   18，7   1．9   26．1   1．2    0．5    0．O    D．7   

注）20～59歳の就業者にかかる状況である。  
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4．在学状況（20～59歳の者の状況）   

20′－59歳の学生数は299万7千人で、そのうち、第1号被保険者は266万2千人（学生全体  

の88．8％）、第2号被保険者は21万8千人（学生全体の7．3％）、第3号被保険者7万2千人  

（学生全体の2．4％）となっている。   

また、第1号未加入者数は7千人であり、学生全体に占める第1号未加入者の割合は0．2％  

となっている。   

なお、昼間学生における第1号未加入者数は4千人（昼間学生全体の0．1％）となってお  

り、平成13年調査の6万0千人（昼間学生全体の2．3％）から5万6千人（昼間学生全体に占め  

る割合で2．2ポイント）の減少となっている。  

在学状況別公的年金加入状況（20～59歳）  

加入者   非加入者  
第1号第 2 号  儒 3 号   
被保険錮保険者生年共済組合被保険者   力人  

（単位：千人）  

紆 2．997   2．952   2．662   218   178  40  72  45  7  0  37  

間 2．836   2．796   2．534   199   164  35  63  40  4  0  36  

射 1．828  1，809  1．699  96  78  18  14  19  2  0  18   

大短 195   194   171  14  5  10  9  1  0  0  1   

高 47  46  42  3  2  0  2  1  0  0  0   

寄書門学校・高等学校  114   113  92  19  16  4  2  1  0  0  1   

専 485    482    426  48  47  0  8  4  0  0  3   

そ 167   152   105  19  16  3  28  15  2  0  13   
同 161   156   128  19  14  5  9  5  3  0  1   

夜 53  51  42  8  7  1  1  1  0  0  1   

通  108   104  86  11  7  3  7  3  3  0  0   

（単位：％）  

絶 100．0    98．5    88．8  7．3    6．0  1．3  2．4  1．5    0．2    0．0   1，2  

間 100．0    98．6    89．3    7．0    5．8    1．2    2．2  1．4    0．1  0．0   1．3  

中 100．0    98．9    92．9    5，3    4．3    1．0    0．8  1．1  0．1  0．0    1．0   

大短 100．0    99．7    87．7    7．4    2．5    4．9    4，5    0．3    0．0    0．0    0，3   
高 100．0    98．9    89，5    5，5    5．0    0．5    3．9  1．1  0．7    0．0    0．5   

等専門学校・高等学校  100．0    99，4    80．5   16．8   13．6    3．1  2，2    0．6    0．0    0．0    0．6   

専 100．0    99．3    87．7    9．9    9．8    0，1  1．7    0．7    0．1  0．0    0．7   

そ 100．0    91．0   62．8   11．3    9．7    1．6   17．0    9、0    0．9    0．2    7．9   
間 100．0   97．0   79．8   11．7    8．8    2．9    5．5    3．0    2．0    0，0    0．9   
夜 100．0    97．3    79．4   15．2   12．8    2．3    2．7    2．7    0．0    0．0    2．7   
通  100．0    96．9    80．0   10．0    6．8    3．2    6．9    3．1  3．1  0．0    0，0   

生
 
昼
 
 

苧
 
 

生
 
昼
 
 

学
 
 

注）2〔～59歳の者にかかる状況である。  
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5．医療保険加入状況（20～59歳の者の状況）   

20～59歳の者の医療保険加入状況をみると、第1号未加入者のうち国民健康保険に加入  

している者は31万1千人となっており、第1号未加入者の85．6％を占めている。  

医療保険加入状況別公的年金加入状況（20～59歳）  

加入者   非加入者  
第1号第 2 号  第 3 号   

被保険醐保険者生年共済組合被保険者   人  

（単位：千人）  
総数  68．485  67，580  21．839  34．729  30．230  4，499 11．012   905   363  3   539   

国民健康保険   20．059 19．409 17．239  2．012   2，012  0   159   650   311  2   337   
国民健康保険（市区町村）  16，323 15．753 15．753  0  0  0  0   570   270  0   300   

国民健康保険（組合）   3．735  3．656  1．485  2．012   2，012  0   159  80  41  2  37   
被用者健康保険   43，839  43，7丁3  3．640  30．221 25．774  4．447   9．912  66  8  0  58   
政府管掌健康保険 本人  13．089 13．088   191 12，897 12，856  41  0  2  0  0  2   

家族  4．412  4．392   977  0  0  0  3、415  20  2  0  18   
組合管掌健康保険 本人  13．267 13．266   280 12，986 12．857   129  0  1  0  0  1   

家族  6．320  6．293  1，421  0  0  0  4，872  27  6  0  21   
共済組合  本人  4．339   4．33丁  64   4、273  0   4．273  0  2  0  0  2   

家族  2．302   2，290   699  0  0  0  1，591  12  0  0  12   
船員保険  本人   67  66  1  65  61  4  0  1  0  0  1   

家族   43  42  8  0  0  0  34  1  0  0  1   

その他   487    374    374  0  0  0  0   113  35  0  79   

（単位：％）  

総数  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0   

国民健康保険   29．3   28．7   78．9    5．8    6．了    0．0   1．4   71．9   85．6   83．6   62．6   
国民健康保険（市区町村）  23．8   23．3   72．1  0．0    0．0    0．0    0．0   63，1   74．5    0．0   55，7   
国民健康保険（組合）   5．5    5．4    6．8    5．8    6．7    D．0    1，4    8．8   11．2   83．6    6．9   

被用者健康保険   64．0   64．8   16，7   87．0   85．3    98．8   90．0    7．3    2．2    0．0   10、7   
政府管掌健康保険 本人  19、1  19．4    0．9   37．1   42．5    0．9    0．0    0．2    0．0    0．0    0．3   

家族   6．4    6．5    4．5    0．0    0．0    0．0   31．0    2．2    0．6    0．0    3．3   
組合管掌健康保険 本人  19．4   19．6  1．3   37．4   42．5    2．9    0．0    0．1  0．0    0．0    0．2   

家族   9．2    9、3    6．5    0．0    0．0    0．0   44．2    3．0   1．6    0．0    4．0   

共済組合  本人   6．3    6．4    0．3   12．3    0．0   95．0    0．0    0．2    0，0    0．0    0．3   

家族   3．4    3．4    3．2    0．0    0．0    0．0   14．4    1．3    0．1  0．0    2．2   

船員保険  本人   0．1  0．1   0．0    0．2    0．2    0．1  0．0    0．1  0．0    0．0    0．1   

家族   0．1  0．1  0．0    0．0    0．0    0．0    0．3    0．1  0．0    0．0    0．2   

その他   0．7  0．6  1，7    0．0    0．0    0．0    0．0   12．5    9．5    0．0   14．6   

注1）総数には不詳を含む。   
2）20～59歳の者にかかる状況である。   

また、第1号未加入者のうち国民健康保険加入者数を以前の調査と比較すると、平成10  

年調査では74万3千人、平成13年調査では47万6千人、平成16年調査では31万1千人と減少し  

ている。第1号未加入者に占める割合は、それぞれ74．8％、75．0％、85．6％と増加してい  

る。  

第1号未加入者の医療保険加入状況の推移  
平成4年調査  平成7年調査  平成10年調査  平成13年調査  平成16年調査   

（単位：千人）  

第1号未加入者  1，928  1，580  993  635  363   

国民健康保険   1．356  1，104  743  476  311   

被用者保険（家族）   426  345  147  61  8   

その他   147  131  63  46  35   

（単位：％）  

第1号未加入者  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0   

国民健康保険   70．3  69．9  74．8  75．0  85．6   

被用者保険（家族）   22．1  21．8  14．8  9．6  2．2   

その他   7．6  8．3  6．3  7．2  9．5   

注1）平成7年調査は兵庫県を除く。   
2）平成4年調査及び平成7年調査の「その他」には、不詳を含む。  
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6．生命保険・個人年金加入状況（20～59歳の者の状況）   

20′－59歳の者の生命保険・個人年金加入状況をみると、少なくともいずれか一方に加入  

している者の割合は、第1号被保険者では7割以上、第2号被保険者及び第3号被保険者  

では8割以上、第1号未加入者でも半数以上となっている。   

なお、第1号未加入者で生命保険・個人年金のいずれにも加入している者は10．0％とな  

っている。  

生命保険・個人年金加入状況（20～59歳）  

第1号  第 2 号  第 3 号  第1号  
被保険者  被保険者  被保険者  未加入者   

（単位：％）  

総数  100．0  100．0  100．0  100．0  100．0   

生命保険のみ加入   60．7   55．2  63．6  63．8  42．3   

個人年金のみ加入   1．7  1．9  1．4  2．4  0．9   
両方に加入   19．4   14．9  23．2   16．8   10．0   

両方入っていない   18．2  28．0   11．8   17．0  46．8   

第1号被保険者  第1号未加入者  

個人年金  
のみ加入   

19ヽ  

第2号被保険者  第3号被保険者   

注1）無回答の者を除く。   
2）20～59歳の者にかかる状況である。  
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7．公的年金制度の周知状況（20～59歳の者の状況）  

（1）加入■納付状況に関する周知度   

20～59歳の国民は公的年金に加入し、保険料を納付しなければならないことについて知  

っている者の割合は、第3号被保険者で94．8％、第2号被保険者で93．1％、第1号被保険  

者で89・2％となっているのに対して、第1号未加入者では60．6％となっている。  

加入・納付義務に関する周知度（20～59歳）  

）  

95．5  
・‥…‥・  

83．4  

（％  

100   

90   

80   

70   

60   

50   

40   

30   

20   

10  

0  

」L   

一 
●－＿＿  

57．8  
‾‾‾－・■－－－－ －●一  

54，1  

∵第1号被保険者  

20～29歳  30～39歳  40～49歳  50～59歳  

注）無回答の者を除く。以下のグラフについても同じ。  

（2）保険料免除制度に関する周知度   

保険料の免除制度について知っている者の割合は、第1号被保険者で59．6％、第3号被  

保険者で57．3％、第2号被保険者で55．7％となっているのに対して、第1号未加入者では  

29．0％にとどまっている。  

保険料免除制度に関する周知度（20～59歳）  
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：ニi一策1号被保険者 二て㌻芸諸悪詔書ト   

ー●一 策1号未加入者  ‾  
68．2  

66．7  

63．8  
64．0  61．6   

52．4  

52．2  54・3  
49．3  

′」トーt－、、  
／一ノ 344  

一‾■‘＋・●   

28．0  
′－－・●′           －－－ 一一  

19＿0  

9＿7 】＋⊥▼一．．“〉－ ＋  

20～29歳  30～39歳  40～49歳  50～59歳  
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